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これまでの議論の整理（案）  
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（Ⅳ）障害者の範囲  

① 障害者の定義  

② 手帳制度  

（Ⅰ）相談支援  

① ケアマネジメントの在り方  

② 相談支援体制  

（Ⅴ）利用者負担  

（Ⅱ）地域における自立した生活のための支援  

（D 地域での生活の支援  

② 就労支援  

③ 所得保障  

（Ⅵ）報酬  

（Ⅶ）個別論点  

① サ加ビス体系  

② 障害程度区分  

③ 地域生活支援事業  

④ サービス基盤の整備  

⑤ 虐待防止・権利擁護  

⑥ その他   

（Ⅲ）障害児支援  

① ライフステージに応じた支援の充実  

② 相談支援や家庭支援の充実  

③ 施設の見直し等による支援の充実  





を充実させていくべき。  

○ 例えば、市町村が、①一般的な相談支援のほか、地域移行の相談、家族との同居   

から地域生活への移行の相談～地域生活における24時間の相談、権利擁護などの   

多様な相談支援や、②住民に身近な相談支援事業者に寄せられた相談を、他のより   

適した相談支援事業者につなぐなど相談支援についての調整、などを行う相談支援  

とすべき。  の拠点的な機関を設置すること   

○ その際、①市町村の直営か委託か、②全障害か3障害別かなど対象者の範臥③   

設置数や他の市町村との共同設置、などについて、個々の市町村の実情が異なるこ   

とに配慮し、地域の実情に応じて柔軟に設置できるようl羊すべき。  

○ 障害者の自立した生活を支えていくため、障害者の抱える課題の解決や適切なサ   

ービス利用に向けて、ケアマネジメントによりきめ細かく支援していけるよう、サ   

ービス利用計画作成費の対象者について、施設入所者等を含め、原則としてサービ   

スを利用するすべての障害者に拡大していくべき。  

（サービス利用計画作成費の対  

象者）  

○ ケアマネジメントの充実に当たっては、障害者本人の憂国を基L自己選択、自   

己決定を支援していくという視点や、障害者が自らの力で自立した生活を送ってい   

けるよう障害者自身の力を引き出していく（エンパワメント）という視点が必要。  

また、サービス利用計画の作成に当たりサービス担当者会議の開催等を通じ、障   

害福祉、保健・医療、教育、就労、その他の地域の様々な関係者が連携して障害者   

の自立した生活を支えていくという視点が必要。  
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○ サービス利用の手続について、障害者の受けるサービスが適切なもの（必要かつ   

十分なもの）となるよう、そのプロセスにケアマネジメントの仕組みを導入すべき。   

具体的には、サービス利用計画の作成が、市町村による支給決定の後（利用できる   

サービスが決まった後）となっていることを改め、障害者が抱える課題を分析し、   

どのようにサービス等を組み合わせて支援していくべきかを含むサービス利用計   

画案を作成し、支給決定の参考とするようにすべき。  

（サービス利用手続の見直し）  

○ また、サービス利用計画の作成後についても、サービスの利用が障害者の状況や   

ニーズに適合しているかを確認するために、サービス利用計画作成費の活用によ   

り、一定期間ごとにモニタリングを実施し、サービス利用計画を見直すこととすべ   

き。  

（モニタリングの実施）  

○ 上記のケアマネジメント・モニタリングの実施については、  

市町村がその責任において統一的かつ総合的な判断により支給決定を行うとい  

う仕組みとの整合性を確保すること  

可能な限り中立的な者が、専門的な視点で一貫して行っていくこと  

様々なノウハウの蓄積や、専門的・専属的に対応する人材の確保などにより、  

質の向上を図っていくこと   

に留意することが必要と考えられる。  

（ケアマネジメントモニタリン  

グを実施する体制）  

○ このため、見直し後のサービス利用計画の作成については、上記の相談支援の拠   

点的な機関が指定事業者となって行うことが適当と考えられる。   

その際、第一義的には相談支援の拠点的な機関が行うこととしつつ、既存の相談   

支援事業者の活用を図るため、業務の一部を障害者の身近な相談支援事業者に委託   

できることとすることにより、市町村の実情に応じて働相談支援事   

業考が積極的に携われるようにしていくべき。  
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① 地域での生活の支擾  【基本的考え方】  

O 「障害のある人が普通に暮らせる地域づくり」という理念を踏まえ、退所・退   

院が可能な者について地域移行を更に進めていくとともに、できるだけ地域での   

自立した生活を継続していけるようにするため、以下の観点から支援の充実を図   

る。   

① 地域移行の促進   

② 「住まいの場」の確保   

③ 地域生活に必要な「暮らし」の支援  

ア）地域移行の促進  

（地域移行を支えるコーディネ  

ート機能）  

○ 障害者支援施設に入所している者や、精神科病院に入院している者であって、退   

所・退院が可能である者の地域移行を支えるため、入所・入院中の段階から、退所・   

退院に向けた相談や計画的な支援についての調整、更には実際の支援を行う取組に   

ついて、全国的に実施されるよう充実させていくことが必要。  

○ 具体的には、   

（1）施設入所者や精神科病院の入院者についても、退所・退院に向けて、サービ  

ス利用計画作成費の対象者としてケアマネジメントを行い、計画的に支援をす  

る   
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（2）また、入所・入院者の地域移行に向けて、退所・退院後の生活を見据え、地   

域の福祉サービスの見学・体験や、地域生活の準備等のための外出の支援など   

必要な支援について給付の対象とする  

ことを検討すべき。  

○ 長期間入所や入院をしている者が、施設・病院の外での生活に徐々に慣れていく   

ことにより、円滑な地域移行が可能となるよう、退所・退院後に自立訓練事業によ   

り生活訓練を受けることに加えて、入所・入院中の段階から、宿泊等の地域生活の   

体験ができるような仕組みが必要。  

このため、地域移行を希望している者について、グループホーム等を体験利用し   

たり、居宅において障害福祉サービスを利用して過ごす体験をする場合に給付の対   

象とすることを検討すべき。  

（移行のための宿泊等の体験を  

支える給付）  

○ 刑務所に入所していた者筆の支援を必要としている障害者について、退所後、円   

滑に地域で暮らしていけるようにする等の支援が必要。  

（刑務所からの出所者等の支援）  

○ 障害者入所施設については、常時介護が必要な障害者等について施設において必   

要な支援を行う役割を果たしている。  

今後、専門性を持つ地域の資源として、   

（1）入所者に対する地域移行の支援   

（2）グループホームやケアホームの実施、日中活動系の事業、短期入所、訪問事  

業の実施など、地域生活を支えるための支援   

の役割について、更に果たしていくべき。  

（地域移行における入所施設の  

役割）  

○ 地域移行を考えるに当たっては、施設や病院からの移行だけではなく、できるだ   

け地域生活を継続していくという観点から、家族と同居しているうちから障害福祉   

サービスを利用したり、グループホーム・ケアホ輪ム等の地域での生活に移行した  

（家族との同居からの地域移行）  
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ど、質の面でも充実を図っていくことができるよう、報酬改定等において検討すべ  

き。  

サ叩ビスの質の向上）  

○ 身体障害者についてもー層の地域生活移行を進めていくために、身体障害者がグ   

ル鵬プホーム・ケアホームを利用できるようにするよう、検討すべき。   

（身体障害者のグループホー  

ム・ケアホーム）  

その際、  

（1）在宅の障害者が、本人の意に反してゲルⅦプホwム・ケアホ鵬ムの利用を勧  

められることがないようにする  

（2）身体障害者をグループホームーケアホ岬ムの対象とする趣旨は、施設からの  

地域移行や、地域における自立した生活の継続であることを踏まえ、高齢で障  

害となった者については新規利用の対象としないこととする  

など、 留意が必要と考えられる。  

ウ）地域生活に必要な「暮らし」  

の支援  

○ 障害者が地域において安心して暮らすことができるよう、入居に関する支援や、   

緊急時に対応できる24時間のサポート体制などについて、充実を図っていくべき。  

（緊急時のサポートの充実）  

○ 具体的には、24時間の相談支援体制を整え、実際に支援を行った場合や、地域   

生活への移行のために入居に関する支援を行うことについて給付の対象とするこ   

とについて検討すべき。  

○ 同じく、障害者の緊急時や家族の咄三頼ること   

ができ、障害者が地域で安心して暮らすことができるよう、ショートステイ（短期   

入所）について、単独型のショートステイを含め、更なる充実が図られるよう、報  

（ショ岬トスティの充実）  

8   



一i   



10   



11   



12   



13   



14   



15   



高齢者や母子施策など様々な施策との整理が必要と考えられることから、基本的1  

1重 検討が必要と考え 

して何 力の対応が考えられるかど か検討す 

○ 恒常的に生じる住宅費に対する直接的な現金給付については、障害者のみならす                                       ∴れ  
○ 他方 地域移 と  観点から必要と  費用     障琶増挿銅 も と  
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（Ⅲ）障害児支援  【基本的考え方】  

○ 障害のある子どもが心身ともに健全に育つ権利を保障するとともに、「自立と   

共生」という理念を踏まえ、障害の有無に関わらず安心して暮らせる地域づくり   

を目指し、以下の4つの基本的視点を基に、障害児支援施策を充実させる。   

① 子どもの将来の自立に向けた発達支援   

② 子どものライフステージに応じた一貫した支援   

③ 家族を含めたトータルな支援   

④ できるだけ子ども・家族にとって身近な地域における支援  

① ライフステージに応じた支   

援の充実  

ア．障害の早期発見・早期対応策  

（関係機関の連携による障害の  

早期発見・早期対応の取組の強  

化）  

○ 障害の早期発見・早期対応の取組を強化するため、各地域において、医療機関（産   

科、小児科）、母子保健、児童福祉、障害児の専門機関等の連携を強化し、可能な   

限り早期から親子をサポートしていく体制づくりを進めていくべき。その際、地域   

自立支援協議会について、子ども部会を設置する等、活用を図るべき。  

（「気になる」という段階からの  

支援）  

○ また、可能な限り早期から専門的な支援を行うことが子どもの発達支援の観点か   

らも大切と考えられ、障害があると明確な診断ができないケのスや、親が障害があ   

ることに気付き適切に対応できていないケースなど、「気になる」という段階から   

親子を支援すべき。このため、障害児の専門機関が保健センターなど親にとって身  
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負担感を軽減し、ぎりぎりまで頑張って在宅で育てられなくなるということを防ぐ  

ため、ショートステイの充実等、レスバイト（一時的休息）の支援を図るべき。  

○ あわせて、障害児がサービスを利用した場合の利用料の軽減措置を継続するな   

ど、家族の負担能力を踏まえた配慮を行うべき。  

③ 施設機能の見直し等による   

支援の充実  

ア．入所施設の在り方  

○ 障害児の入所施設について、障害種別等により7類型となっているが、障害の重   
複化等を踏まえ、複数の障害に対応できるよう一元化を図っていくべき。その際、   
他の障害を受け入れられるようにしつつ、主に対象とする障害の種別を示せるよう   

にするなど、それぞれの施設の専門性を維持していくことが可能となるよう配慮が   
必要。また、例えば重症心身障害児について手厚い人員配置が可能となるようにす   

るなど、基準等について検討していくことが必要。  

（入所施設の一元化）  

○ 児童福祉法において、障害児の入所施設に満18歳以降も在園できるとされてい   

る取扱いについて、機能的には子どもから大人にわたる・支援の継続性を確保しつ   

つ、制度的には、．満18歳以上の入所者は、他の障害者と周様に、障害者施策で対   

応していくよう見直していくべき。  

（在園期間の延長措置の取扱い）  

○ その際には、支援の継続性を確保するための措置や、現在入所している者が退所   

させられることがないようにする措置など、十分な配慮が必要。   

特に、重症心身障害児■者については、重症心身障害児・者の特性に応じた支援  
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や、児者巾貫した支援の継続性が保たれるよう十分な配慮が必要。  

○ また、在宅で暮らす重症心身障害児・者の支援についても充実を図っていくべき。  

○ 障害児の入所施設について、入所者の多様化等の状況を踏まえ、心理的ケアが行   

える専門的なスタッフの充実や、小規模な単位での支援ができるような施設の在り   

方、障害児の将来の自立を見据えた住まいの在り方について、検討していくべき。  

（障害児の入所施設・住まいの在   

い一女1    ノ ／ J ／  

○ 障害児の入所施設について、地域との関わりを深めていくとともに、地域の実情   

に応じて、地域への支援や短期入所の実施など地域の中の専門機関としての役割を   

強化していくべき。  

イ．行政の実施主体  

○ 障害児施設の実施主体について、通所については、在宅の支援策や児童デイサー   

ビスの実施主体は既に市町村であり、通所施設を一元化しより身近なところで支援   
を受けられるようにしていくことも踏まえ、都道府県が支援を行うこととしつつ、   

市町村とする方向で検討すべき。  

（通所施設の実施主体）  

○ 入所については、市町村とした場合、児童養護施設等の入所措置の実施主体は都   

道府県であり、実施主体が異なることとなることから、障害児が虐待された場合等   

の判断に課題がある。また、措置は都道府県、契約は市町村とした場合、同じ施設   

への入所について実施主体が異なり、混乱が生じるおそれがある。   

このため、当面は都道府県とすることが適当と考えう槌。その際、障害児施設   

に入所する障害児や保護者の相談支援を市町村が行うこととするなど、市町村の関   

与を強めていくこととすべき。  

（入所施設の実施主体）  
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（Ⅳ）障害者の範囲  【基本的考え方】  

○ 障害者自立支援法附則の3年目の見直しの規定を踏まえ、障害者自立支援法  
の障害者の範囲について、以下の観点から必要な見直しを行う。  

（D 障害者の定義  

② 手帳制度  

順夏零  

○ 現行の障害者自立支援法における「障害者」の定義は、身体障害、知的障害、精   

神障害のそれぞれについて、身体障害者福祉法その他、個別法を引用する形で規定   

されている。  

（障害者の範囲について基本的  

な考え方）  

○ 支援の必要性によって障害者自立支援法の対象者を判断することについて、すぐ   

には難しいが、検討を進めていく必要があるのではないかといった意見や、障害者   

自立支援法の障害者の定義を廃止すべきといった意見があった。  

○ 一方、このような考え方については、次のような課題がある。  

支援の必要性のみで対象者を判断することになれば、障害者だけでなく、加齢   

や一時的な疾病により支援を要する人など、あらゆる福祉的支援を要する者を対  

象とする法律となる。  

障害者基本法における障害者の定義も、何らかの障害があるため継続的に日常   

生活又は社会生活に相当な制限を受ける者としており、支援の必要性のみによっ  
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て対象者を定めていない。   

訓練等給付や自立支援医療などについては、障害程度区分のような客観的なニ  

ーズ判定手法がなく、誰を対象とするのか、市町村において適切に判断すること  

は困難である。  

○働こととしつ   

つ、あらゆる福祉的支援を要する者への支援の在り方lこついては、長期的な検討課   

題ではないかとの意見もあった。  

○ こうしたことを踏まえ、支援の必要性によって対象者を判断することについて   

は、様々な課題があることから、今後引き続き検討を進める必要。  

○ 発達障害及び高次脳機能障害について、障害者自立支援法上のサービスをより受   

けやすくするために、障害者自立支援法上の障害者に含まれることを何らかの形で   

明確化する必要がある。  

（発達障害及び高次脳機能障害  

の障害者自立支援法における  

位置付け）  

○ この際、特に発達障害については、発達障害者支援法が整備され、発達障害者の   

定義規定も置かれていることを踏まえ検討すべき。  

※ 障害者自立支援法の対象者を支援の必要性によって判断することについては、上   

記（障害者の範囲についての基本的考え方）で検討。  

○ 一方、難病を身体障害者福祉法上の身体障害に含めることについては、そもそも   

身体障害の認定について、身体機能に一定以上の障害が存在していることや、その   

障害が固定又は永続していることなど、これまで一定の考え方に基づいて行ってき   

ているところであり、難病を身体障害に含めることは慎重に検討すべき。  

（難病を身体障害に含めること  

について）  
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② 手帳制度  

○ 身体障害者について、身体障害者手帳を所持しなくても、身体障害者福祉法別表   
に該当することが確認できれば、障害者自立支援法のサービスの対象とすべきとの   

考え方があるが、これを行うこととした場合、市町村窓口における判断業務の困難   
性や身体障害者手帳が障害者自立支援法以外の各種公共サ00ビスの割引等に広く   

活用されている実態を踏まえると、様々な混乱が懸念されることから、慎重な検討   

が必要である。  

（身体障害者と手帳との関係）  

○ 現在、知的障害者に係る定義規定はなく、自治体ごとに取り扱いが異なるため、   
統一した定義規定、認定基準を置くべきではないかという指摘があるが、従来の制   

度の運用への影響に対しても配慮しつつ、知的障害者の判定方法等について十分な   
知見を収集した上で引き続き検討を行う必要がある。  

（知的障害者の定義規定につい  

て）  
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皆で支え合うことができる   

利用者が事業者にサ血ビスに係る費用を支払うことにより、利用者と事業者が   

対等な関係に立つことができる   

所得に応じた軽減措置を講じることにより、実質的に応能負担の要素も取り入   

れることができる  

という特徴がある。  

【更に検討すべき点】  

○ これらを踏まえ、利用者負担の在り方について、どのように考えるか。  

○ 現行の特別対策等による利用者負担の軽減措置は、平成21年3月末までの措置   

とされているが、平成21年4月以降についても、更に継続して実施すべき。  

（平成21年4月以降における  

利用者負担の在り方）  

舟屋   

の対象とされていること等に？いて見直しが必要と卿  

○ 自立支援医療のうち育成医療については、他と比べ中間所得層の割合が大きくな   

っているが、ほとんどがいわゆる「重度かつ継続」の対象となっておらず負担軽減   

の対象となっていないことから、更なる負担軽減について検討すべき。  

○ 利用者負担を合算して軽減する制度について、現在合算対象となっていない補装   
具の自己負担と障害福祉サービスの自己負担の合算制度について検討すべき。  

○ また、自立支援医療の自己負担との合算制度については、自立支援医療と他の医  
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（Ⅶ）個別論点  

① サービス体系  【基本的考え方】  

○ 障害者目立支援法では、3障害の一元化や実施主体の市町村への一元化、利用   
者本位のサービス体系への再編、就労支援の強化、支給決定甲透明化・明確化な   
どの仕組みを導入。これらの利点を活かしつつ、必要な見直しを実施する。  

○ 障害者自立支援法では、利用者がサービスを選択し、多様なサービスを組み合わ   

せて利用することができるよう、「日払い方式」や、「日中と夜間」に分けたサービ   

ス体系としている。  

（サービス体系の在り方）  

○ これについて、事業者の安定的な経営の観点から、「月払い」に戻すべき、ある   

いは一部を月払いにすべきとの意見がある。  

日払いの場合、利用者の欠席が多い場合に、事業の安定的な運営が難しくなる。  

利用者が欠席しているときにも、利用者の状況の確認等の業務を行っている場  

合がある。  

日払い方式になって報酬の請求事務が煩雑になっている。   

○ 他方、利用者のサービス選択等の観点から、「日払い」「昼夜分離」を維持すべき   

との意見がある。  

利用者の個別のニーズに応じた、サービスの選択が可能。  

公費を使うからには、納税者が納得できるような仕組みが必要。  
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地域生活支援事業  【基本的考え方】  

○ 地域生活支援事業の充実を図るため、必要な見直しを行うとともに、その間部   

について自立支援給付とすることについて検討する。  

（地域生活支援事業の対象事業）  ○ 地域生活支援事業は、全国一律の基準や利用料で障害者個人に対して給付を行う   

自立支援給付とは異なり、各自治体が地域の特性や利用者の状況に応じて、サービ   

ス形態や利用方法等を柔軟に設定するものであり、その事業量が着実に増加してい   

る。  

今後とも、持続可能な制度を維持するとともに、更に全国的な均てん化を図りつ   

つ、その充実のための方策を検討すべき。  

○ 地域生活支援事業はその実施形態等が各地方自治体の判断にゆだねられている   

ことが地域間格差を生む原因となっており、各自治体が柔軟に実施すべきものでは   

なく、全国一律の基準により、個人に対して給付される必要性が高いものについて   

は、自立支援給付とすることについて塵討すべき。   

移動支援について、地域生活支援事業で行われているもののほか、重度の肢体  

不自由者については「重度訪問介護」として、重度の知的障害者及び精神障害者  

については「行動援護」として、自立支援給付とされていることを踏まえ、量塵  

卿塵  

を拡大することを検討すべき。  
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④ サービス基盤の整備  【基本的考え方】   

○ 障害福祉計画に基づ卓、各地域において計画的にサービス基盤の整備を進める   

とともに、障害者福祉を担う人材の確保や、中山間地等におけるサービスの確保   
に取り組む。  

○ 障害者福祉を担う人材の確保を図るため、平成19年8月に定められた福祉人材   
確保指針に基づき、労働環境の整備の推進や、キャリアパスに対応した研修体系等   
キャリアアップの仕組みの構築、福祉・介護サービスの周知・理解、潜在的有資格   
者等の参入の促進、多様な人材の参入・参画の促進等のための取組を進めていくべ   

き。  

（人材の確保と資質の向上）  

○ キャリアと能力に見合う給与体系、適切な給与水準を確保するために、適切な報   
酬を設定すべき。また、専門性の高い人材の評価のあり方を検討すべき。  

○ 障害者自立支援法では、身近なところでサービス利用ができるよう、種々の規制   
緩和や多機能型事業所の特例など、小規模な市町村でもサービス確保に取り組むこ   
とが可能となるようにしている。また、介護保険サービス事業者が障害者にサービ   

スを提供した場合も、基準該当障害福祉サービスや特区制度の活用により、障害者   
自立支援法からの給付費が支給されるようにしている。   

引き続き、これらの制度について積極的な活用を図るべき。  

（中山間地等におけるサービス  

確保の在り方）  
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（小 俣険制度∠の関係）  

その他  
要  

堂者自止支援去等辻外の施  ○ 以上仇ような障害者自立支援法等以列の、例え堪上共生社会の理Alつ   並   

（障       策 推雀）  

及や 障害㍑＼ての「層の理角促進㌧ボランティア活劉の推進等 施策  

も、引き続き推進を図るへ  

○ 介 保険の被保険者 受給者 範囲 男有l    は国民的な合 形成力                                            愛宕施策として必要 対策    ま  の義         住め  く  
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会保障審議会】n・▼障裔者部会  

射回（H20．123）f資 料 2   

日中活動系サ脚ビスにお婚儀  

複数サ嘲ビス利用者数臆書兆洋竃   



日中活動系サ血ビスにおける複数サ榊ビス利用者数につい竃  

○国保連データ（平成20年7月サービス提供分）より、以下の日中活動系サービス利用者に   

関して、複数の日中活動系サ岬ビス（サービス種類は以下のとお軋．）利者者数を抽出集計   

したもの。   

※同帥種類のサ血ビスを複数事業所において利用する者を含む。  

サ巾ビス種類   
平成20年7月  
利用者数（人）   

療養介護  2，026   

生活介護   66，180   

自立訓練（機能訓練）   2，425   

自立訓練（生活訓練）   7，691   

宿泊型自立訓練   92   

就労移行支援   14，374   

就労移行支援（養成施設）   227   

就労継続支援A型   5，‖6   

就労継続支援B型   43，349   

旧身体障害者更生施設支援（通所）   351   

旧身体障害者療護施設支援（通所）   861   

旧身体障害者授産施設支援（通所）   5，917   

旧知的障害者更生施設支援（通所）   17，307   

旧知的障害者授産施設支援（適所）   46，411   
計   212，327   

※複数サービス（同一サ叫ビス種類で複数事業所   

うち、複数サⅦビス実利用者数  
2，022人（平成20年7月）  

【参考】  

平成19年11月 1，709人  

注1 サ欄ビスの組合せは不明であるが、生活  

介護との組み合わせが多数と考えられる。  

（※）   

2 なお、「＋地域活動支援センタ叩」の組合  
せも考えられるが、こうしたケ間スを含める  
と、上記人数は多くなるものと見込まれる。  

3 本デ鵬引こおける複数サⅦビス利用者数  

の割合  

約1％（≒2，022／210，305）  

実利用者数  
〔210，305〕   

利用者を含む。）を利用している者は、利用者数と  
して各々計上している。  



0自治体での日中活動系サービスにおける複数サービス利用状況（例）  （※）  

20年7月サービ  
療養介護  生活介護  自立訓練  自立訓練  宿泊型自  就労移行  就労移行  就労継続  就労継続  日身体障  日身体障  日身体障  日知的障  日知的障   

サービス種類  ス提供分利用者  
（機能訓  

練）   練）   成施設）   施設支援  
計  

数  
（通所）   

療養介護   田  0   

生活介護   1，900  14   1   4  4  1  1  

自立訓練（概能訓練）   団  1  1   

自立訓練（生活訓練）   134  4  1  喜  1  18   
宿泊型自立訓練  0  0   

就労移行支援   147  1  1   

就労移行支援（養成施設）   0   

就労継続支援A型   匹  †  1   

就労継続支援B型   匪  4  12  田   

旧身体障害者更生施設支援（通所）  回                              0   
旧身体障害者療護施設支援（通所）   0   

旧身体障害者授産施設支援（通所）   Ⅷ  1   

旧知的障害者更生施設支援（適所）   田  1 1   

旧知的障害者授産施設支援（通所）   団  1  田   

計   3，562   
※複数サービス（同一サービス種類で複数事業所   し  ノノ  

利用者を含む。）を利用している者は、利用者数と  
して各々計上している。   

複数サービス実利用者（同一サービスにおける複数事業所利用者を含む。）  

41人（延べ82人）  



日中活動サービスの利用状況  

平成19年9月中  

出典：社会福祉施設等調査結果の概況（平成19年10月現在）  

注1 9月申に利用者がいた事業者のうち、利用実人員不詳及び利用延人員不詳の事業所を除いて算出した。  

注2 障害者支援施設の昼間実施サービス（生活介護、自立訓練、就労移行支援、就労継続支援）を除く。  
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社会保障審議会一障害者部会  

第47回（H20．12．3〉  資 料  3  

平成20年障害福祉サービス等経営実態調査結果関係追加資料  
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1収支差率の分布について  

客
体
数
に
占
め
る
割
合
 
 

ー100％   －80％   －60％   －40％   －20％  0％  20％  40％  60％  80％   100％  

収支差率  

新体系（n＝2830）＝－・－・旧体系（n＝1962）－－－・障害児施設等（Il＝207）  

客対数に占める割合   

収支差率   －100％  －80％   －60％   －∠10％   －20％   0％   20ワも   40％   60％   80％   100％   

新体系   5．3％   0．7％   0．8％   1．6％   3．1％   33．0％   13．1％   3．3％   1．0％   0．4％   0．0％   

旧体系   0．9％   0．3％   0，4％   0．6％   1．9％   51．3％   10．4％   1．2％   0．3％   0．3％   0．1％   

障害児施設等  7．29も   0．5％   1．0％   0．5％   4．3％   53．6％   2．9％   1．0％   0．0％   0．5％   0．5％   

－1－   



2 規模別の有効回答数及び収支差率について   

（1）新体系  

年間延べ利用者数規模  

499人  500′－－  1，500～   2，500～  3，500人  不明   
以下＿  1，499人  2．499人  3，499人  以上  

計  

有効回答数  71  59   42   21  53   12   258  

収支差率    －32，9％       －4，3％  

年間延べ利用者数規模  

499人  500～  1，500～   2，500～  3，500人  不明   
以下  1，499人  2，499人  3，499人  以上  

計  

有効回答数   9   4   2   2   6   26  

収支差率  －17．8％  －0．4％  －1．5％  －14．6％   2．2％  0．9％  

定員規模  

10人  11～19人  20′～40人  41～60人  61～80人  81人以上  不明   計  

有効回答数   143   251   135   50   14   22   12   627  

収支差率   3．1％   7．7％   4．3％   6．3％  14．5％   8．4％  6．6％  

定員規模  
10人以下  11～15人  16～20人  21～30人  31～40人  41人以上  不明   計  

有効回答数   153   48   26   18   10   7   267  

－2－  

丁■   



定員規模  
10人  11～19人  20～40人  41～60人  61～80人  81人以上  不明   計  

有効回答数   77   40  0   0   6   135  

7．5％   12．3％  

定員規模  

10人  11～19人  20～40人  41～60人  61～80人  81人以上  不明   計  

有効回答数   117   58   26   2  2   210  

－7．1％   14．1％   

一3－   



定員規模  

10人  11～19人  20～40人  41～60人  61～80人  81人以上  不明   計  

有効回答数   127   298   103   22   2   26   581  

－4－   



（2）旧体系  

定員規模  

29人以下  30～40人  41～60人  61～80人  81人以上  不明   計  

有効回答数  42   66  208   105   86  15   522  

収支差率  8，5％  6．1％  

ー5－   



（3）障害児施設等  

－6－  



3 地域区分別の有効回答数及び収支差率について  

地域区分  

丙 地  特甲地  甲 地  乙 地  特別区  計  

有効回答数  収支差率  有効回答数  収支差率  有効回答数  収支差率  有効回答数  収支差率  有効回答数  収支差率  有効回答数L 収支差率   

全 体   53   159f   545   4．8％   96   108％   580   4．7％  3773 6．4％   5，047 6．1％   

新体系  2，019   5．3％  2，830   5．4％   

lRイ大玉  1，556   7，3％   1，962 7．0％   

6．2％   13   7．7％   0  障害児施設等  田  －17．9％   162  －3，2％   －4．2サム   

9  0．1％   49  －5．3％  4  2，1％   27  －4，4％   169  －3．4％  258   【4．0％  

居宅介護（再掲）   －1．59ら  －19．0％  128  －4．8％  183  －7．9％   

「7丁   ニ    「77                                      3   1．2％                       新体殆訪問糸サーヒス    重度訪問介護（再掲）  皿  
行動援護（再掲）  

‖  トー・▲Ⅶ・  
生二  117   13．9％  

サービス  17  －54．9％   －6．0％  

16； 30・6％  3． 12．4％  21  一‾ 十   

者等包括支援  

介護単独型  37 12，9％  

援施設  5．4％  

・  1 －53．3％  147  11．0％  自立訓練（機能詔             2    2．9％           23  －5．99ら  
自立  l練（生活言  4   0．6％  1021 11．5％  

支援  25 13．99ら  8； 25tO9ら  138  14．5％  

支雷A刑  4  2ミー11．0％  「   62  1．6施  

挫続支援B型  47   14堅18．6％  8．6％                       447  

’独刑  1： －79．6％  

0  

42  田  209  

共同生活援助・共同生活介護一体型  0  四  「一二石二石窟  ロ   10  22．8％   66  4．1％   90  

1≡   8．1％  20   3．6％  5   6．3％   28  6．3％   301  7．7％   355  
「’＋■「 

身体障害者施設  

幸適所施設  －1．6％   74j  6．2ワも  9・3  知的障害者施設  

入所施設  5  2．3％  

精神障害者施設      －2．7％  7．9％ －3．9％  十－▼‾‾】‾■‾、 ト 4・1％   
7．0％   0  

入所施舌几  
10  2．9％   0    8  86   0．2％   104 1 1，0％  

0  口  6，2％   5  12．0％  21  －44．9％   76  －13．5％   103≡  －18．1％   

ー7－   



4 障害福祉サービス事業所等における従事者数（常勤・非常勤別）  

平成18年度  平成19年度  差 引  

総数   常勤   非常勤   総数   常勤   非常勤   総数   常勤   非常勤   

（63．6％）  （36．4％）  
142，719   

（66．3％）  （33．7％）  
新 体 系   112，291  48，076   

30，428   23，216   7，212   
71，427  40，864  94，643  

（89．1％）  （10．9％）  
104，637   

（88．1％）  
旧 体 系J   119，575  92，194   

（11．9％） 443  ▲14，938  ▲14，388   
1乙  

▲550   
106，582  12，993  

（76．8％）  （23．2％）  
247．356   

（75．5％）  （24．5％）  
合 計   231，866  60，519   

15，490   8，828   6，662   
178，009  53，857  186．837  

（注1）出典：社会福祉施設等調査報告（各年10月1日現在）  

（注2）福祉ホーム（精神障害者福祉ホームB型を除く）、障害者デイサービス（平成18年度）及び地域活動支援センター（平成19年度）は新体系に計上。  

－8－   



社会保障審議会叩一時富者部  
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精神障害者の地域生活への移行及び地域生活の支援等の充実について  

0 精神障害者の地域移行については、精神障害者地域移行支援特別対策事業の実施等により  
推進しているところ。  

0 精神障害者地域移行支援特別対策事業は、都道府県等による取組状況に差が宋きく、都道府県  
等における施策の推進体制を明確化することにより、精神障害者の地域移行を推進するための  
方策の充実強化が必要。  

0 精神障害者の地域生活への移行に係る精神保健医療福祉従事者の責務が明確でな齢が句精神  
障害者の地域移行に係る責務を明確化することにより、施策の聞層の推進を図る這とが必要。  

1  

l＿＿ 剛，鵬 W＿＿＿ ＿．＿＿，．．．＿＿＿＿＿ ＿ ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿■＿＿＿＿＿ ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿  …‥l‥…‥、l’▼…l…－■－   



精神科救急医療の充実について  

l・≡・…  

○ 精神科救急医療体制整備事業の実施や、診療報酬上の評価の充実により、精神科救急医療体制  
の確保を進めてきたところ。  

○ 精神科救急医療体制は、都道府県によって、圏域の規模、医療施設の整備状況をはじめとして、  
精神科救急医療体制の機能が異なるなど、その整備が十分でない状況。  

○ 精神科救急体制と一般救急体制との連携が十分ではなく、自殺企図患者等、精神科救急と闘般  
救急の双方の治療が必要な患者に対する医療の提供がスム闊ズに行われていない。  

l＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿－＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿1  

2   



精神保健指定医について  

対応内容  

0 精神保健指定医について、措置診察等の公務員としでの業務や精神科救急医療等の都道府県に  
おける精神医療体制の確保に協力すべきことを法律上規定すべき。   

0 また、失念等により精神保健指定医資格の更新期限を超えた場合については％例えば旬運転免許  
と同様に、再取得の際に血定の配慮を行うよう、制度上対応すべき。  

0措置診察は、主として指定病院や公的機関に勤務する精神保健指定医によって行われでおり、診療所等に従事  
する精神保健指定医が指定医業務を行うことは少なく、都道府県において、措置診察等を行う精神保健指定医の  

‡確保に困難が生じているとの意見がある。  
0 更新手続きの失念等により指定医資格が失効する例がみられる。  

0都道府県による取組とあわせて、措置診察等に係る精神保健指定医の責務を明確化するこたにより、精神保健  
指定医の確保を進めることが必要。  

0精神保健指定医の精神科救急医療の確保に係る責務を明確化することで、救急医療機関における精神保健指  
定医を確保し、精神科救急医療体制が円滑に機能するようにすることが必要。  

0更新手続きの失念等により指定医資格が失効した場合は、新規に要件を満たして取得する必要がある。   



相談体制における行政機関の役割について  

現状 国  

○ 市町村、保健所、精神保健福祉センターのいずれにおいても、精神保健と精神障害者の福祉に  
関する相談に対応しつつも、その内容によって連携を図ることを通じて、対応が図られている。  

○ 一方で、精神保健福祉法においては、市町村には精神障害者の福祉に関して相談指導の義務  
が課されているものの、精神保健に関する相談指導については努力義務が課されているに止まり、  
また、各行政機関の役割分担が明確にされていない現状にある。  

0 精神保健に関する相談指導について、市町村の役割の明確化を図るとともに、市町村、保健所、  
精神保健福祉センターの連携の具体像を示すことにより、精神障害者本人及びその家族からの  
多様な相談に対し、より適切な対応ができる体制づくりが必要。  

l＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿■＿＿＿＿＿＿＿－－＿＿＿－－－－＿＿＿－－－－－－－－－－－一一一一－－－一－－－I一一一－－－1  
4   
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精神障害者社会適応訓練事業についで  

◎平成15年度の鵬般財源化を契機に、事業の実施規模は縮か傾向にある田方でも約9割の都道  
府県等において、今後も引き続き事業を実施していく予定である。  

0 平成19年度の事業の利用者は約2，700人、このうち訓練期間満了者7望4大の約4害陀ある  

27ヲ太が就職に結びついており、一定の効果があることが明らかになっている。  

8都道府県等からは、他の就労系の障害福祉サ肝ビスとの「明確な位置づけ」に∋ら、て整理や財  

政的な支援が求められていることも踏まえ、社会適応訓練事業の果たしている機能が今後とも地域  

において活かされるよう、対応を図ることが必要。  

5   



精神保健福祉士の養成のあり方等の見直しについて  

○ 精神保健福祉士制度は平成9年に精神保健福祉士法により創設されたが、長期入院患者を中心  
とした精神障害者の地域移行が十分に進んでいない現状において、精神障害者の社会復帰の支援  
を担う役割の重要性が一層高まっている。  

0 精神障害者に対する支援の一層の充実に向け、精神障害者の社会復帰の支援を中核の業務と  
して、求められる精神保健福祉士を養成していくための制度やカリキュラムの見直しの検討が必要  
である。  

l  

l  

l＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿  

6   



精神障害者地域移行支援特別対策事業（平成28年度予算出瑠冒億円∋  

…‥「   



精神科救急の制度的位置づけ  

現在精神保健福祉法では、「精神科救急医療システム整備事業」（平  
成20年度～「精神科救急医療体制整備事業」）が第47条第2項の「医療  

施設の紹介の事務」の一部をなすものとして位置づけられている。  

（参照条文）  

○精神保健及び精神障害者福祉に関する法律（昭和25年法律第123号）   

（抄）  

（相談指導等）  

第47条  

2都道府県等は、必要に応じて、医療を必要とする精神障害者に対し、そ   
の精神障害の状態に応じた適切な医療施設を紹介しなければならない。  

8   



精神科救急事業の変遷  

（補助事業）  （診療報酬）  

平成7年度 精神科救急システム整備事業 創設  

精神障害者の緊急時における適切な医療及び保護の機会を確保するための  

体制整備に必要な経費に対する補助事業（精神科救急情報センター機能の整  

備、搬送システムの確保、精神科救急医療施設の体制整備、精神科初期救急  
医療輪番システムの整備）（初期・2次救急）  

H8 精神科急性期入院料創設  

H14 精神科救急入院料創設  

平成17年度 精神科救急医療センタ血事業 創設  

幻覚円妄想・昏迷甘興奮など激しい症状を呈する統合失調症の急性期、急性精  
神病や錯乱状態等の患者を24時間診療体制で受け入れることができる精神  

科救急医療センタ肋を整備することにより、患者の受け入れ態勢の強化を図り、  
24時間、365日緊急受診者の受け入れを行い、個室での手厚い医療の提供  
により、患者の早期退院及び病床の減少を図る。（3次救急）  

H20  
0精神科救急⑳合併症入院料  

創設  

0精神科救急入院料について   
人0規模を考慮した要件の   

緩和◎在宅へ移行した実績   
に応じた評価を実施   

急性期患者への適切な医療体制を更に充実させるため、身体合  

併症を含め24時間対応する情報センタ｝の機能強化、身体合併  
症対応施設の創設、診療所などに勤務する精神保健指定医の救  
急医療機関での診療協力体制の構築など、地域の実情に応じた精  
神科救急医療体制を強化  

9  
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精神保健指定医とは  
′  

1  

6  

l  

○ 精神保健指定医制度は、昭和62年の精神衛生法改正（精神保健法の成立）により創設  

された。  

○ 精神科医療においては、本人の意思によらない入院や、閤定の行動制限を行うことがあ  
るため、これらの業務を行う医師は、患者の人権に十分配慮した医療を行うに必要な知識  

を備えている必要がある。   

そのため、一定の精神科実務経験を有し、法律等に関する研修を終了した医師のうちか  
ら、厚生労働大臣が「精神保健指定医」を指定し、これらの業務を行わせることとしたもの  

である。（精神保健福祉法第18条）  

○ 職務は、強制的な入院形態である措置入院及び医療保護入院時の判定、措置入院の  
解除の判定、一定の行動制限の判定、定期病状報告に係る診察等である。  

○ 精神保健指定医制度は、有資格者のみに一定の医療行為を業務独占的に行い得る  
権限を与えるいわゆる専門医制度（例えば、技術的高度性に着目して設けられる制度）と   
は異なる特別の法的資格制度である。  

10   



精神保健福祉法における指定医の職務  
膿 精神保健指定医は、下記の職務に従事することとされている。  

甫 措置入院の判断等、人権上適切な配慮を要する業務や、精神科病院への立入検査等権限の行使  
に関する業務については、都道府県知事の適正な権限行使を担保するため、精神保健指定医は、公務  
員として職務を行うこととされている。   

公務員としての職務  

（第19条の4第2項）  

措置入院及び緊急措置入院における、入院を必要とする  
かどうかの判定（第29条第1項、第29条の2第1項）  

措置入院等における移送に係る行動制限を必要とするか  

どうかの判定（第29条の2の2第3項）  

医療保護入院等における移送に係る行動制限を必要と  

するかどうかの判定（第34条第4項）  

都道府県知事が実地審査の際、指定する指定医が  
措置入院の解除に関して、入院を継続する必要があるか  
どうかの判定（第29条の4第2項）  

医療機関等における職務  

（第19条の4第1項）  

任意入院者の退院制限における、入院継続の必要が  
あるかどうかの判定（第22条の4第3項）  

辱  措置入院者の自傷他害のおそれ消失に伴う届け出に  
おける、入院継続の必要があるかどうかの判定（第29  

条の5）  

◎  医療保護入院又は応急入院を必要とするかどうかの判  

定（第33条第1項、第33条の4第1項）  

◎  任意入院が行われる状態にないかどうかの判定（第2  
2条の3）  

㊥  入院中の患者に対し、行動の制限を必要とするかどう  
かの判定（第36条第3項）  

⑳  定期報告事項に係る措置入院患者の診察（第38条の  
2第1項）  

◎  定期報告事項に係る医療保護入院患者の診察（第38  
条の2第2項）  

◎  仮退院させて経過を見ることが適当かどうかの判定   
（第40条）  

㊧  医療保護入院及び応急入院のための移送を必要とする  
かどうかの判定（第34条第1、3項）  

専  定期報告又は退院等請求に係る診察（第38条の3第3  
項、第38条の5第4項）  

◎  精神科病院への立入検査、質問及び診察（第38条の6  
第1項）  

◎  改善命令に関して、精神科病院に入院中の任意入院患  
者、医療保護入院患者又は応急入院患者の入院を継続  
する必要があるかどうかの判定（第38条の7第2項）  

傘  精神障害者保健福祉手帳の返還を命じるための診察（第  
45条の2第4項）   

11  



精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第47条に規定する相談指導等について  

○  神障害者の   

盈祉に閲し、精神保健福祉相   
談員・医師等に精神障害者・   

家族等からの相談に応じさせ、   
指導させる義務（第1項）  

精神保健  

福祉センター  

に関する  

相談に当たって連携を図る  

努力義務（第3項）   

○ 医療を必要とする精神障害   

者に対し、適切な医療機関を   
紹介する義務（第2項）  

精神障害者・家族等からの相  

談に応じ、指導する義務（第  

4項）  

○ 精神保健に閲し、精神障害   
者・家族等からの相談に応じ、   

指導する努力義務（第5項）  

※ 障害者自立支援法の制定に伴い、規定を  

改正  12  



精神障害者社会適応訓練事業の概要   

精神障害者をⅦ定期問事業所に通わせ、集中力、対人能力、仕事に対する持久九環境適応能力等のさ函  
養を図るための社会適応訓練を行い再発防止と社会的自立を促進し、もって精神障害者の社会復帰を図る  
ことを目的として、受託した事業者に対し、協力奨励金を支給するものである。  
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精神保健福祉士制度の現状  

精神保健福祉士とは  

精神保健福祉士は、精神保健福祉士法（平成9年法律第131号）に基づく名称独占の  
資格であり、精神保健福祉士の名称を用いて、専門的知識及び技術をもって、精神科病  
院その他の医療施設において精神障害の医療を受け、又は精神障害者の社会復帰の促  

進を図ることを目的とする施設を利用している者の社会復帰に関する相談に応じ、助言、  

指導、日常生活への適応のために必要な訓練その他の援助を行うことを業とする者であ  
る。  

精神保健福祉士試験の受験甲合格状況、登録状況  

資格者の登録状況  

34，768人（平成20年3月末現在）  

第1回   第2回   第3回   第4回   第5回   第6回   第7回   第8回   第9回   第10回   合 計  
（10年度）  （11年度）  （12年度）  （13年度）  （14年度）  （15年度）  （16年度）  （17年度）  （柑年度）  （19年度）   

受験者数（人）   4，866   3，535   4，282   5，480   9，039   5，831   6，711   7，289   7，434   7，375   61．842   

合格者数（人）   4，338   2，586   2，704   3，415   5，799   3，589   4，111   4，470   4，482   4，456   39，950   

合格者（％）   89．1   73．2   63．1   62．3   64．2   61．6   61．3   61．3   60．3   60，4   64．6   

登録者数（人）  4，169   2．486   2，677   3，334   5．655   3．590   4，039   4，376   4，442   34，768   

14   



社会保障審議会一障害者部会  

第47回（H20．12．3）  参考資料2  

障害者自立支援法等の見直しに係る意見募集の結果概要  

平 成 2 0 年1 2 月 3 日  
厚生労働省障害保健福祉部企画課まとめ  

1 意見募集期間   

平成20年9月10日から平成20年11月10日まで  

2 募集方法  

厚生労働省の「意見募集」ホームページ等において公募  

3 意見の提出件数（11月10日締切）  

797件  

4 意見の主な内容  

（1）相談支援  

○ サービス利用計画作成費の対象者拡大とケアマネジメントの充実。  

○ サービス利用計画を作成した上で、障害福祉サービス真の支給決定を行う制度に。  

○ 相談支援の充実を図るため研修制度の充実と、相談支援専門員に社会福祉士等の資   

格保有の義務化。  

○ 外部委託の有無にかかわらず、市町村の窓口に相談支援の専門職員を配置。  

○ 地域自立支援協議会の位置付けの明確化。   等  

（2）地域における生活支‡  

○ 重度訪問介護の支給決定時問の拡大、高校や大学内での活動や入院時におけるホー   

ムヘルプの利用拡大、医療的ケアが実施できるショートステイの整備拡充。  

○ 身体障害者グループホームの創設。  

○ グループホームや福祉ホームの体験利用制度の創設。  

○ グループホームの家賃補助制度の創設。  

○ グループホームを新設する場合の改修責、防火対策費等の補助制度の充実。  

○ 就労移行支援事業等における標準利用期間の運用柔軟化、支援員の人員配置の充実。  

○ 就労や生活介護等に分化している日中活動系サービスの一元化。  

○ 障害年金の増額。  

○ 住宅手当の創設。   等   



（3）障害児支‡  

018才以上の加齢児に対する入所サービスの提供について、県と市町村の役割を明確   

化。  

○ 児童デイサービスの利用児童の年齢によって報酬区分が分かれることの見直し。  

○ 重症心身障害児（者）支援について児者一貫のサービス体系の確立、重症心身障害   

児（者）通園事業の実施事業所数の拡大。  

○ 保育所■幼稚園における障害児の通園促進。   等  

（4）障害者の  

○ 発達障害、高次脳機能障害、難病等を含めた障害者の範囲を拡大。   等  

（5）利用者負担  

○ 利用者負担を「定率負担」から「応能負担」に変更。  

○ 食費・光熱水真の軽減拡大。  

○ 市町村民税非課税世帯の利用者負担を免除。  

○ 利用者負担を算定する際の世帯の範囲を夫婦ではなく障害者個人に限定。  

○ 障害者扶養共済制度の年金を、利用者負担の判定の基礎となる収入額から控除。  

○ 軽減措置判断の際の資産要件については廃止。  

○ 自立支援医療に係る軽減措置の恒久化。  

○ 自立支援医療、補装具、地域生活支援事業等の利用者負担制度の合算。  

○ 授産施設等における工賃以上の利用者負担を払うことの見直し。   等  

○ 報酬算定の方式を「日」単位から「月」単位に変更。  

○ 福祉従事者の身分保障の観点から、基本的な賃金水準が確保できるだけの報酬基準   

に。  

○ 短期入所、施設入所支援について報酬単価の増額。  

○ 重度訪問介護、重度障害者等包括支援、行動援護について、その支援の専門性に配   

慮した報酬単価の増砥。  

○ 施設入所支援、グループホーム等における土日の日中支援について、報酬単価上の   

評価。  

○ グループホーム等における夜間支援体制の充実を図るため、報酬単価の増額。  

○ 事務員の配置について人員基準への組み込みと報酬単価の増額。  

○ 生活介護等は、障害程度区分により報酬階層が分かれているが、「平均」ではなく「個   

別」の障害程度区分に着目した報酬基準に変更。   等   



重責  （7）その他個別   

○ 障害程度区分について知的■精神障害等の障害特性を反映できるよう調査項目の見   

直し。  

○ 移動支援事業やコミュニケー ション支援事業の個別給付化。  

○ 移動支援事業の適用範囲の拡大（通勤、通学等）や日中一時支援事業の充実。  

○ 視覚障害者に対するコミュニケーション支援事業の充実。  

○ 日常生活用具給付事業の対象品目を拡大。  

○ 地域生活支援事業について必須事業は、国庫補助を義務化。  

○ ホームヘルパーでも従事することができる「準医療的行為」の整理。  

○ 小規模作業所の法定外施設としての存続保障と運営費の財源保障。  

○ 小規模作業所の新体系移行促進のため、人員基準や設備基準の緩和。  

○ 自立支援医療（精神通院）の有効期間の延長。  

○ 補装具の標準価格の引き上げ。  

○ 介護保険制度と障害者自立支援法の統合を前提としない制度設計。   等   




